
平
成
十
九
年
十
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

一

号

政
治
資
金
の
透
明
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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政
治
資
金
の
透
明
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
日
付
毎
日
新
聞
一
面
に
、
「
領
収
書
な
し

冬
柴
氏
九
十
二
％

岡
田
氏
七
十
九
％

閣
僚
・
民

主
幹
部
の
政
治
資
金
使
途

五
万
円
未
満
不
要

現
行
法
の
限
界
浮
き
彫
り
」
と
の
見
出
し
で
、
民
間
出
身
を
除
く
福
田
内

閣
の
全
閣
僚
及
び
民
主
党
幹
部
の
政
治
資
金
支
出
に
つ
い
て
、
政
治
資
金
の
支
出
総
額
の
内
、
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る

必
要
の
な
い
支
出
の
割
合
は
最
も
高
い
閣
僚
で
九
十
二
�
一
％
、
最
も
低
い
閣
僚
で
二
十
五
�
六
％
と
、
閣
僚
間
で
透
明
性

の
割
合
に
差
が
あ
り
、
現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
の
透
明
性
を
高
め
る
上
で
の
限
界
を
報
じ
て
い
る
。
閣
僚
間
で
透
明
性
に

こ
れ
だ
け
差
が
あ
る
こ
と
は
、
国
民
に
対
し
て
政
治
資
金
に
対
す
る
不
信
感
を
助
長
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
政
府
の

見
解
如
何
。

二

現
行
の
政
治
資
金
規
正
法
で
は
、
事
務
所
費
な
ど
の
経
常
経
費
と
、
五
万
円
未
満
の
政
治
活
動
費
に
つ
い
て
は
領
収
書
の

添
付
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
に
向
け
、
現
在
政
党
間
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、
内
閣
と
し
て
、
大
臣
、
副
大
臣
等
の
認
証
官
は
、
自
身
の
政
治
資
金
に
つ
い
て
透
明
性
を
高
め
、
使
途
な
ど

に
つ
い
て
国
民
に
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
あ
る
べ
き
政
治
姿
勢
で
あ
り
、
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
領
収
書
を
公
開
す
る
な

ど
の
方
策
に
よ
り
、
進
ん
で
自
ら
全
て
の
政
治
資
金
の
使
途
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
国
民
の
政
治
に
対
す

一



る
信
頼
回
復
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


